
新型コロナワクチン接種の義務づけ
長期にわたり西オーストラリア州を守り、必要不可欠なサービスやビジネスを保護するために

下記の職種では2021年12月31日までに１回目接種、2022年1月 
31日までに２回目接種が義務づけられます
•	 スーパーマーケット、食料品店、ベーカリー
•	 レストラン、パブ、バー、カフェ
•	 郵便局
•	 ハードウェアショップ
•	 保育施設、個人保育所
•	 学校、寄宿学校*
•	 TAFE	や職業教育カレッジ
•	 金融機関
•	 地域社会・住民・動物・施設の健康、安全、福祉に必要な重要なインフラやサービス		
(例：公益施設、動物病院)

•	 ガソリンスタンド、トラックストップ、ロードハウス
•	 公共・民間輸送業
•	 その他の港湾作業
•	 その他の民間輸送業、運送業、物流業
•	 宿泊サービスを提供するホテル、モーテル、その他の宿泊施設
•	 葬儀業
•	 建造業、メンテナンス業、建築業
*(2022年度1学期の開始前まで)

外出制限発令
の場合：

感染率が高いまたは感染しやすいため危険である職種、
地域の安全への破滅的危険を防止するために必要である
職種

地域におけるビジネスの継続的な 
提供、また地域の機能維持のために 
重要とみなされる職種

ワクチン接種を受けるには www.rollupforwa.com.au をご覧ください もし職種が1つ以上のカテゴリーに該当する場合は、接種要件の早い方の日程を適用してください。

• 障がい者
• ホームレス• 薬物・アルコール関連サービス • 児童保護

• 在宅および地域の高齢者介護従事者

• アボリジニの人々• 家庭内暴力・虐待
•	 矯正サービス
•	 その他の西オーストラリア州警察
•	 消防・救急サービス	(ボランティアは除く)
•	 食肉処理加工業

2021年12月1日までに１回目接種、2021年12月31日ま
でに２回目接種が義務づけられる職種
•	 国境・航空輸送
•	 遠隔地のアボリジニ・コミュニティ内で働くスタッフ、またはコミュニティに	
入るスタッフ

•	 以前の義務づけに含まれていなかった下記の領域を含む、またはこれらに関	
連するその他の居宅型・非居宅型地域ケアサービス：

関連するワクチン接種要件は主に現行の公
衆衛生指導や雇用者指導を受けてのもので
あり、これらは引き続き適用されます。

いくつかの接種日程が義務
づけられる職域
•	 ホテル隔離
•	 港湾	(感染リスクのある職種のみ)
•	 居宅型高齢者介護施設
•	 西オーストラリア州警察の重要任務地域
•	 公立・私立病院と公共医療施設
•	 州境運送	(道路・鉄道)	業者ーハイリスク
地域のみ

•	 一次医療、地域保健
•	 現地人材部門

外出制限や同様の制限が発令された場合、下記の職種に従事する人は2回のワクチン接種が必要となります
•	 その他の店頭受取小売業 •	 酒店 •	 新聞販売店 •	 ペットショップ •	 卸売業 •	 重要な不動産譲渡取扱人

•	 重要な工場、製造・製作業•	 重要な第一次産業•	 重要な林業•	 路上支援サービス

•	 在宅勤務が不可能な連邦・地方行政サービス •	 一部の行政サービス
•	 ジャーナリズム、メディアサービス•	 車両・機械修理業 •	 西オーストラリア州議会議員およびそのスタッフ
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